
地域医療介護総合確保事業（介護分：介護施設等の整備に関する事業）補助金交付要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第６４

号）第４条の規定による都道府県計画に定める事業のうち介護施設等の整備に関する事業の実施に

要する経費について、市町村及び民間事業者に対し、予算の範囲内において地域医療介護総合確保

事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、地域医療介護総合確保基金管理運営要領

（平成２６年９月１２日医政発０９１２第５号、老発０９１２第１号、保発０９１２第２号厚生労

働省医政局長、老健局長、保険局長連名通知）及び補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３

６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （補助対象等）                                                         

第２条 この補助金の補助対象事業及び補助対象経費は、別表１の１、別表２の１、別表３の１、別

表４の１、別表５の１、別表６の１及び別表７の１のとおりとする。 

 

 （交付額の算定方法） 

第３条 この補助金の交付額は、次の各号に定める額とする。ただし、当該金額に千円未満の端数が

生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）地域密着型サービス等整備等助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等

支援事業の補助金の交付額は、次のアからウのいずれか最も少ない額とする。 

ア 別表１の３又は別表４の２の第１欄に定める区分ごとに、第２欄に定める補助単価に第３

欄に定める単位の数を乗じて得た額 

イ 第２条に定める補助対象経費の実支出額の合計額 

ウ 総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入の額を控除した額 

（２）介護施設等の施設開設準備経費等支援事業及び民有地マッチング事業の補助金の交付額は、

次のア又はイのいずれか少ない方の額とする。 

ア 別表２の２及び別表５の２の第１欄に定める区分ごとに、第２欄に定める補助単価に第３

欄に定める単位の数を乗じて得た額 

イ 第２条に定める補助対象経費の実支出額の合計額から当該事業に係る寄付金その他の収入

の額を控除した額 

（３）定期借地権設定のための一時金の支援事業の補助金の交付額は、次のア又はイのいずれか少

ない方の額に、別表３の２の第３欄に定める補助率を乗じて得た額とする。 

ア 別表３の２の第１欄に定める区分ごとに、第２欄に定める補助単価により算定した額 

イ 第２条に定める補助対象経費の実支出額から当該事業に係る寄付金その他の収入の額を控

除した額 

（４）介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業の補助金の交付額は、次

のアからウのいずれか最も少ない額に、別表６の２の第４欄に定める補助率を乗じて得た額と

する。 

ア 別表６の２の第１欄に定める区分ごとに、第２欄に定める補助単価に第３欄に定める単位

の数を乗じて得た額 

イ 第２条に定める補助対象経費の実支出額の合計額 

ウ 総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入の額を控除した額 

（５）介護職員の宿舎施設整備事業の補助金の交付額は、次のアからウのいずれか最も少ない額に、

第３欄に定める補助率を乗じて得た額とする。 

ア 別表７の３の第１欄に定める区分ごとに、第２欄に定める配分基準により算定した額 

イ 第２条に定める対象経費の実支出額 

ウ 総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入の額を控除した額 

（６）別表１の１及び別表４の１の事業の助成額については、別表８の第１欄に定める区分につき、

第２欄に定める対象施設が該当する場合には、当該施設の種類ごとに、（１）により算定した

額に第３欄に定める加算率を乗じて得た額を加算することができる。 



（７）豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項の規定に基づき指定され

た特別豪雪地帯又は離島振興法（昭和２８年法律第７２号）に基づく離島等に所在する場合は、

（１）から（６）により算定された当該額に０．０８を乗じて得た額を加算することができる

ものとする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

 （交付の申請） 

第４条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号によるものとし、

提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は次のとおりと

する。 

（１）事業計画書（別記様式第１号別紙（１）） 

（２）所要額調書（別記様式第１号別紙（２）） 

（３）歳入歳出予算書（見込書）抄本 

（４）その他知事が必要と認めるもの 

 

 （交付の条件） 

第５条 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１）民間事業者が実施する補助事業に対して県が補助金を交付する場合 

ア 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、変更の理由が生じた

後速やかに、別記様式第２号により申請し知事の承認を受けなければならない。 

イ アの規定にかかわらず、当該変更が補助金の額に変更を来すことなく、かつ、施設の機能

を著しく変更しない程度の軽微な変更であるときは、変更の理由が生じた後速やかに、別記

様式第２号に準じた様式により知事に報告しなければならない。 

ウ 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止又は廃止の理由が生じた後速やか

に、別記様式第３号により申請し、知事の承認を受けなければならない。 

エ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合にお

いては、その事実が判明した後速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない 

オ 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びにこの補助事業によ

り取得し、又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械及び器具については、減価償却資

産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年数を経過する

まで、知事の承認を受けないで、この補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸

し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

カ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、この補助事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな

らない。 

キ 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（ 次の（ア）又は（イ）に掲げる場合を除き、

仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度

の翌々年度６月３０日までに知事に報告しなければならない。 

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、

自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消

費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこ

と。また、知事に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を県に納付させる

ことがある。 

（ア）この補助金の交付の申請に当たり、知事が定めるところにより、この補助金に係る仕

入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する

額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定

する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下

同じ。）があり、かつ、その金額が明らかである場合であって、当該額を減額して申請

している場合 



（イ）知事が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、知事が定めるところにより当該額を補助金

の額から減額して報告した場合 

ク 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠

書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃止の承認

を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなけれ

ばならない。 

なお、補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前段に規定する証拠書類等の

保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継承する者に当該証

拠書類等を引き継がなければならない。 

ケ 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を

受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

コ 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約

手続の取扱いに準拠しなければならない。 

サ 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約

の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

シ この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助等を受けて

はならない。 

ス 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、

期限を定めて、その超える部分について県に納付しなければならない。 

（２）民間事業者に対して市町村が補助することにより実施する補助事業に対して県が補助金を 

交付する場合 

ア 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、変更の理由が生じた

後速やかに、別記様式第２号により申請し知事の承認を受けなければならない。 

イ アの規定にかかわらず、当該変更が補助金の額に変更を来すことなく、かつ、施設の機能

を著しく変更しない程度の軽微な変更であるときは、変更の理由が生じた後速やかに、別記

様式第２号に準じた様式により知事に報告しなければならない。 

ウ 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止又は廃止の理由が生じた後速やか

に、別記様式第３号により申請し、知事の承認を受けなければならない。 

エ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、その事実が判明した後速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

オ 市町村が事業者に対して補助金を交付する場合は、次の条件を付さなければならない。 

（ア）補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、市町村長の承認を受け

なければならない。 

（イ）補助事業を中止し、又は廃止（一部の中止又は廃止を含む。）する場合には、市町村

長の承認を受けなければならない。 

（ウ）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合に

は、速やかに市町村長に報告し、その指示を受けなければならない。 

（エ）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業によ

り取得し、又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械及び器具については、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）で定める耐用年数を

経過するまで、市町村長の承認を受けないでこの補助事業の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。 

（オ）市町村長の承諾を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入

の全部又は一部を市町村に納付させることがある。 

（カ）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

（キ）補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（ 次のａ又はｂに掲げる場合を除き、仕入

控除税額が０円の場合を含む。）は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度



の翌々年度６月３０日までに市町村長に報告しなければならない。 

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であ

って、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税

及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき

報告を行うこと。また、市町村長に報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は

一部を市町村に納付させることがある。 

ａ この補助金の交付の申請に当たり、市町村長が定めるところにより、この補助金に

係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に

相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金

額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかである場合であって、当該

額を減額して申請している場合 

ｂ 市町村長が定めるところにより行う事業の実績報告等の際に、この補助金に係る仕

入れに係る消費税等相当額が明らかであり、かつ、市町村長が定めるところにより当

該額を補助金の額から減額して報告した場合 

（ク）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について

証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は廃

止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管し

ておかなければならない。 

なお、補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前段に規定する証拠書類

等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を継承する者

に当該証拠書類等を引き継がなければならない。 

（ケ）補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提

供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

（コ）補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市町村が

行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

（サ）補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

（シ）この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助等を受

けてはならない。 

（ス）補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されていると

きは、期限を定めて、その超える部分について市町村に納付しなければならない。 

カ オにより付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじめ知事の

承認又は指示を受けなければならない。 

キ 補助事業者から財産処分による収入又は助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を県に納付させ

ることがある。 

ク 補助事業者がホより付した条件に違反した場合には、この助成金の全部又は一部を県に納 

 付させることがある。  

ケ オの（ス）により事業者から納付させた場合には、その納付額の全部又は一部を県に納付

させることがある。 

２ 知事は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付すこと

がある。 

 

 （実績報告） 

第６条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第４号によるもの

とし、その提出期限は、規則第１２条第２項ただし書の規定により、知事が別に定める日とする。 

２ 規則第１２条第１項の規定により、補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次の

とおりとする。 

（１）事業実施結果報告書（別記様式第４号別紙（１）） 



（２）精算額算出内訳書（別記様式第４号別紙（２）） 

（３）歳入歳出決算書（見込書）抄本 

（４）その他知事が必要と認めるもの 

 

 （補助金の交付方法） 

第７条 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、知

事は、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができるもの

とする。 

 

 （消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第８条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税仕

入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、別記様式第５号により速や

かに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部又は一部

を県に納付させることがある。 

 

 （財産処分の承認の申請等） 

第９条 規則第２１条の規定により財産処分の承認を受けようとするときは、別記様式第６号により

知事に申請しなければならない。 

２ 前項の申請の際に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。 

（１）財産処分理由説明書 

（２）評価額調書（以下のいずれかの調書とし、原本又は本証明されたものであること。） 

   ア 不動産鑑定士による評価額調書 

   イ 銀行が評価した調書 

   ウ 減価償却（定額法又は定率法による調書） 

（３）既存施設の平面図（処分財産が建物である場合に限るものとし、平面図は補助対象面積と対

象外面積を色分け等により明確に区分すること。また、各室ごとに室名及び面積を明らかにし

た表を添付すること。） 

（４）改築後の施設の平面図（処分財産が建物である場合に限るものとし、各室ごとの面積表を添

付すること。） 

（５）新旧の位置がわかる位置図（移転改築の場合） 

（６）既存施設の写真 

（７）補助額を証明する交付決定通知書の写し、交付額確定通知書の写し及び補助年度における補

助事業者の収支決算書の写し 

（８）その他知事が必要と認めるもの 

３ 知事は、規則第２１条の規定による承認をする場合においては、「厚生労働省所管一般会計補助

金等に係る財産処分について」（平成２０年４月１７日会発第０４１７００１号）を準用するもの

とする。 

４ 知事は、規則第２１条の規定による承認をした場合において、財産を処分することにより収入が

あったときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

 （処分の制限を受ける期間） 

第１０条 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、補助事業等により取得し、

又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成１３年厚生労働省告示第２３９号）の規定を準用す

る。 

 

 （交付決定前着手） 

第１１条 補助事業の着手は、補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、やむを得な

い事由により当該交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合には、速やかに交付決定前

着手届（別記様式第７号）を提出するものとする。  

 



 （書類の提出部数） 

第１２条 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、次のとおりとする。 

（１）交付申請書      １部 

（２）事業変更承認申請書  １部 

（３）中止・廃止承認申請書 １部 

（４）実績報告書      １部 

（５）仕入控除税額報告書  １部 

（６）財産処分承認申請書  １部 

（７）交付決定前着手届      １部 

 

 

 

   附 則 

 １ この要綱は、平成２７年７月１５日から施行し、平成２７年度中に実施する事業に係る補助金に

適用する。 

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、各年度中

に実施する事業に係る当該補助金にも適用するものとする。 

   

 


